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 (１)報告事項 

 

ア 中央図書館分館 

図書館サービスの向上及び平塚駅周辺への交流や賑わいを創出するため、現在の中央図書館の機

能を分割し、「中央図書館分館」を開設します。 

 

開設場所：ラスカ平塚（平塚市宝町１—１）６階文化教室跡地約（３３８㎡） 

開設時期：令和８年１２月（予定） 

※今後の駅周辺地区のリニューアルを踏まえて、当面の暫定設置となります。 

開設時間：平日        午前１０時～午後８時 

土曜日・日曜日・祝日  午前１０時～午後６時 

休室日 ：月曜日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、ラスカ平塚の休館日 

提供サービス：図書資料の閲覧、貸出・返却、学習等個人スペースの設置 等 

※現在、南図書館の代替施設として設置している「駅の図書室」（ラスカホール内）は、「中央図書館

分館」を開設するまで継続して運営します。 

 

 

イ 中央図書館改修事業進捗状況 

本改修事業では、工事の質をより高めるため、民間の優れた技術やノウハウを設計段階から取り入

れる「技術提案・交渉方式」を採用しています。令和７年度は、この方式のもと、改修計画の土台と

なる「基本設計」と、詳細な図面を作成する「実施設計」を順次進めています。 

  

資料１ 
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（ア）外観 

・ 一部の柱の間にブレース（筋交い）による耐震補強が施工されます。 

・ 周辺施設と統一感のある外観デザインを維持します。 

 

（イ）ロビー及び子ども室（１階） 

・ 本館入口両脇にブレース、ロビー内職員通用口前に RC耐震壁が施工されます。 

・ 内装が更新され、新たに「バリアフリートイレ」が新設されます。 

・ 西棟１階に移転する「子育て支援センター」と連携して事業に取り組みます。 

 

（ウ）貸出室（２階） 

・ 北側（１か所）、南側（２か所）、西側（２か所）にブレースが施工されます。 

・ 内装が更新され、トイレが新しくなります。 

・ 分館との機能のすみ分けによる読書環境の向上（滞在型図書館）を図ります。 

・ 別館にある職員事務室が西棟２階に移転します。 

 

（エ）参考室（３階） 

・ 内装が更新され、トイレ（参考室内トイレ廃止、ホール側に集約）が新しくなります。 

・ 導線を整理して、レファレンスや学習環境の向上を図ります。 

 

ウ 平塚市・東海大学交流提携 40周年記念事業 

  （ア）東海大生によるおすすめ本の紹介 

東海大学生が作成した平塚市図書館の蔵書を紹介するＰＯＰ展示を、２月６日（金）から２月

２８日（土）までの期間実施。 
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 （イ）東海大生による「デジタルアーカイブ提案」 

学生たちが自ら平塚市図書館の蔵書を選び、その魅力を紹介する手作りのＰＯＰ展示を、３月

３日（火）から３月２９日（日）までの期間実施。 

     

    

 

エ 令和７年度 平塚市子ども読書活動推進プロジェクト 

（ア）第３回「うさぎのしま ～かわいいだけじゃないんだよ～」 

日時：令和７年１１月２９日（土）１３時３０分から１５時 
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会場：中央図書館３階ホール 

講師：舘野 鴻（たての ひろし）氏、近藤 えり（こんどう えり）氏 

対象：市内在住または在学の小学生とその保護者の方 

定員：定員７０人（一組３人まで。事前申込、定員を超えた場合は抽選） 

参加：３７名（小学生１７名 保護者等１８名 付添の弟妹等２名）（１５組） 

（ほか、見学３名、取材２名、書店員２名 合計４４名） 

内容： 講師による絵本『うさぎのしま』の読み聞かせ、同作の取材・制作過程を記録したメイ

キング映像（１３分）の上映の後にトークショー。 

   

 

（イ）第４回「スペシャルおはなし会」 

日時：令和８年３月１５日（日）１０時から１１時１５分 

会場：中央図書館３階ホール 

出演：人形劇団ふたば会、中央図書館所属おはなし会ボランティア 

対象：市内在住または在園の未就学児とその保護者 

定員：１６組（１組３人まで。事前申し込み、抽選） 

内容：物語の世界が飛び出す本格的な「人形劇」や、「絵本の読み聞かせ」の実施。 

 

オ 「ありがとう あおぞら号」展示 

令和８年３月をもってステーションへの定期巡回を終了する移動図書館「あおぞら号」のこれまで

の歴史を振り返りや、巡回先の金目小学校の児童の皆さんからいただいた御礼の飾りなどの展示を、

３月１日（日）から３月２９日（日）まで実施。 

   



 

 

これからの平塚市図書館運営のあり方 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和＊年＊月 

平 塚 市 図 書 館 

  

［改訂版］素案 

資料２ 
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【アンケート調査の分析「市民が望む図書館の姿」について】 

市民の図書館へのニーズを把握するために、2019年７月から９月にかけて郵送調査（無作為に抽出した市内

在住の１８歳以上の男女 93名から回答）、来館者調査（921名）によるアンケート調査とインタビュー調査

（73名）を実施しました。第２章「平塚市図書館の現状」の中で、調査の結果から市民の図書館に対する意識

を知ることで、図書館が何を必要とされているのかを捉えていきます。 

※調査結果は図書館ホームページに掲載しています 
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 平塚市の図書館は、1970 年に現在の中央図書館が開設されました。その後、1988

年に策定された平塚市総合計画「ＨＯＴプラン２１・湘南ひらつか」により、1991 年

度、1993 年度、1996 年度に３つの地区図書館が開館し、全４図書館及び移動図書館

でサービスを実施してきました。 

 

しかし、昨今の人口減少社会の到来、少子高齢化の進行と生産年齢人口の減少や激甚

化・頻発化する自然災害といった厳しい社会経済環境は、本市においても例外ではあり

ません。こうした多くの課題に対し、行政サービスの効率化や生産性の向上に取り組む

必要があります。 

 

・ 平塚市総合計画～ひらつか NEXT～（2016 年２月策定） 

・ 平塚市総合計画～ひらつか VISION～（2024 年２月策定） 

・ 平塚市行財政改革計画（2020-2023）（2020 年２月策定） 

・ 平塚市行財政改革計画（2024-2027）（2024 年２月策定） 

・ 平塚市公共施設等総合管理計画（2015 年 11 月策定、2021 年５月改定） 

・ 平塚市デジタル化基本方針（2021 年５月策定、2024 年３月改訂） 等 

 

人生 80 年時代は、もはや一昔前のこととして、これからはまさに「人生 100 年時

代」が到来しようとしています。本市の「100 年ライフに向けた政策ビジョン」（2020

年３月策定）では、2019 年１月現在、65 歳以上の高齢者人口は 71,129 人、高齢化率

は 27.8％に到達し、1971 年～1974 年に生まれた団塊ジュニア世代が高齢者となる

2040 年頃にピークを迎えると予測され、超高齢社会に合せた図書館運営を考えていか

なければなりません。 

 

 

 

第１章 「これからの平塚市図書館運営のあり方」について   

１ 策定の趣旨 
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公共図書館の基本的な機能は、「資料の収集、保存、提供」で、資料とは主に本を意

味していました。しかし、情報環境は大きく変化し、本とデジタル情報を合わせた「情

報提供」が公共図書館の基本的な機能であるといえ、「ＳＤＧｓ」（４ページ参照）や「視

覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）」（５ページ参

照）などにより、公立図書館として全ての市民に読書をする環境を保障し、持続可能な

サービスを行うことが求められています。 

また、2020 年に新型コロナウイルス感染症が急激に拡大したことを契機に、来館し

なくても必要とされるサービスの提供を充実することも求められています。 

  

このような市や図書館が抱える現状や課題を踏まえ、「これからの平塚市図書館運営

のあり方」は、全体最適や選択と集中の視点から、民間活力を活用しながら、中央図書

館、地区図書館及び移動図書館がどうあるべきかを示すものとして策定するものです。 

策定にあたっては、市民や利用者、特に普段は図書館を利用していない方の意見を集

めることを重視しました。また、移動図書館については、実証実験や図書館に来ること

ができない人に対するアウトリーチ・サービス（※）を視野に入れた検討を行いました。 

これらの調査や検討結果、そして最新の図書館をめぐる情勢を参考とし、平塚市図書

館の将来を考えたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
※）「アウトリーチ・サービス」 

障がい者や日本語以外を母語とする人など図書館サービスを受けにくい人が、十分なサービスを受けら

れるように行うサービスのこと。「図書館利用に障害のある人たちへのサービス」とほぼ同義。（参考『最

新図書館用語大辞典』図書館用語辞典編集委員会編 柏書房 2004年 ｐ3） 
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近年の図書館・読書が関わる動向には次のようなものがあります。 

 

平塚市総合計画 

総合計画は、本市の市政運営を総合的、計画的に進めていくための基本となる指針と

して、平塚市自治基本条例第 8 条に定めている、市民が幸せに暮らせるまちを目指し、

まちづくりの指針の実現に向けて、市民と市で共有していく最上位の計画です。 

2016 年度から 2023 年度までを計画期間とする「平塚市総合計画～ひらつか NEXT

～」に続く「平塚市総合計画～ひらつか VISION～」は、2070 年までの人口推移を意

識した上で、高齢者数がピークを迎える 2040 年頃の人口構造が社会経済環境に与える

影響を踏まえるとともに、市制施行 100 周年を展望して、2031 年度までの 8 年間を

計画期間として策定しています。 

 

平塚市教育振興基本計画 

平塚市教育委員会では、本市教育の充実を図るために定める基本的な計画として、平

塚市教育振興基本計画を策定しています。（第 1 期：2010 年 3 月策定、第 2 期：2020

年１月策定、第 3 期計画：2025 年１月策定） 

図書館は「基本方針３『文化芸術やスポーツ活動にふれあう環境の充実』」のもと、

「読書に親しみ自ら学ぶ環境づくり」の施策において、全世代に読書環境、学びの場を

提供し、市民の課題解決・子ども読書活動推進を進めています。 

 

平塚市子ども読書活動推進計画 

2005 年 3 月に第 1 次となる平塚市子ども読書活動推進計画を策定し、現在は第 5 次

計画のもと、子どもたちの読書活動をさらに推進しています。 

【基本理念】 

第 4 次「いつでも どこでも 読書を楽しみ いきいきと学ぶ 子ども読書のまち」 

第 5 次「みんなでつなぐ 読書のまち」 

 

 

２ 策定の背景 
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平塚市図書館サービス方針（2018 年 12 月策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市行財政改革計画 

第 6 次行政改革（2016-2019）において、図書館業務を含む９業務が民間活力を活

用する方向性となり（「民間活力活用事業」）、2020 年度から中央図書館の窓口業務等

委託を導入しました。 

第 7 次行政改革（2020-2023）では、「図書館業務民間活力導入事業」を継続事業と

して、2022 年度から地区図書館 3 館への指定管理者制度導入を実施しました。 

第 8 次行政改革（2024-2027）では、「窓口サービスの DX 推進」の一環として図書

館システムでのオンライン申請の手続き拡充、「マイナンバーの活用」として図書館カ

ードの活用が位置付けられています。 

 

ＳＤＧｓ 

2015 年国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」では、目標４

「質の高い教育をみんなに（すべての人に包括的かつ公正な質の高い教育を確保し、生

涯学習の機会を促進する。）」と設定されています。この目標に対して全国の図書館で

様々な取組がなされています。 

 

 

誰もがいきいきと学べ、自慢できる「お役立ち図書館」 

１ 子どもから大人まで、読書に親しむ環境をつくります 

２ だれもが知的欲求を満たすことができる、学びの場を提供します 

３ 情報化・デジタル化に対応した資料や情報の提供をします 

４ 市民が抱える課題の解決につながるサービスを実施します 

５ 来館者に居心地がよいと感じてもらえるよう努めます 

６ 地元に根差し、平塚の魅力や歴史、文化に関する情報を発信します 

７ 学校や地域と連携し、生きる力の養成をはかります 

８ 図書館への関心を深め、愛着を持っていただくよう努めます 
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読書バリアフリー法 

2019 年６月に策定された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読

書バリアフリー法）」は、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享

受することができる社会の実現に寄与することを目的としています。 

視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する施策の策定と推進は、地方公共団体

の責務とすると規定され、今後、平塚市図書館も障がいのある方へのサービスのさらな

る充実が求められています。 

 

学習指導要領 

学校教育の観点では、2019 年 12 月に国立教育政策研究所からＯＥＣＤが進めてい

る国際的な学習到達度に関する調査ＰＩＳＡ（Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ ｆｏｒ Ｉｎｔｅｒ

ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）の 2018 年調査の結果報告

がなされました。それによると、日本の読解力の平均得点が前回 2015 年調査から低下

し、低得点層が増加しているとのことが示されています。 

2017・2018 年改訂の学習指導要領では、小学校から高等学校まで各教科の指導に

あたっての配慮事項（※）が記載されています。学習指導要領の改訂内容から児童・生

徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、学校図書館及び地域の図書館、その他

社会教育施設を活用することが重視されています。 

学習指導要領（総則）では、「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、

児童（生徒）の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること」とされています。 

学校図書館には、児童生徒の「読書センター」機能及び「学習・情報センター」機能

がありますが、それぞれの教員が指導の改善・充実のために、学校図書館の機能を有効

に活用するスキルを身に付けていくことが大切とされています。 

平塚市図書館では、学校図書館の活動を支えるため、司書教諭や学校司書等の研修・

情報交換を実施しています。また、学校等と図書館、図書ボランティアが連携して、学

校図書館運営の実施に繋げています。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※）学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた   

授業改善に生かすとともに、児童の自主的・自発的な学習活動や読書活動を充実すること。また、地域 

の図書館や博物館、美術館、劇場、音楽堂等の施設の活用を積極的に図り、資料を活用した情報の収集 

や鑑賞等の学習活動を充実すること。（文部科学省『小学校学習指導要領平成 29年告示』から引用） 



 

- 6 - 

 

 

 

図書館法第７条の２の規定に基づく「図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平

成24年12月19日文部科学省告示第172号）」では、図書館は基本的運営方針の策定と

公表、目標設定、点検及び評価の実施に努めるものと規定されています。 

「これからの平塚市図書館運営のあり方」は、図書館法及び図書館の設置及び運営

上の望ましい基準の基本的運営方針として策定し、「平塚市総合計画」及び「平塚市教

育大綱」「平塚市教育振興基本計画」を実行するにあたっての図書館運営の全体の方向

性を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

３ 位置づけ 

平塚市図書館 

サービス方 針

これからの平塚市図書館 

運営のあり方 

   整 合 

平 塚 市 総 合 計 画 

 

平 塚市 
教育振興基本計画 

平塚市教育大綱 

平 塚 市 子 ども読 書 

活 動 推 進 計 画 

連
携 
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このあり方の期間は、2021年度から2030年度までの10年間とします。中間年とな

る2025年度には平塚市図書館協議会へ事業の進捗状況などを報告しました。各委員か

らの評価・意見や社会情勢の変化等を踏まえ、今回見直しを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 重点目標（中長期）２に掲げていた『移動図書館サービスの廃止』に関しては、

令和７年度末に移動図書館定期巡回サービスを廃止しました。 

そのため、今回の見直しにおいて、関連項目の削除、修正等を行っています。 

※ 移動図書館車は、出前図書館等での活用を継続しています。 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R７ R８ R９ R10 R11 R12 

２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ 

           

           

           

           

           

           

４ 期間 

       平塚市教育大綱  平塚市教育大綱 平塚市教育大綱 

平塚市総合計画 平塚市総合計画 

           平塚市教育振興基本計画 平塚市教育振興基本計画 

           平塚市子ども読書活動推進計画（５次） 平塚市子ども読書活動推進計画（４次） 

平塚市図書館サービス方針 

これからの平塚市図書館運営のあり方 
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（１）図書館サービス網 

平塚市図書館はそれぞれに独立した中央・北・西・南の４館とその他関連施設（予約

図書受取所等）で構成されています。 

平塚市中央図書館は、1970 年４月に現在地に「平塚市図書館」として開館しました。

地域の特性を生かした「生涯学習充実のニーズ」に対応するため、1991 年以降、北図

書館、西図書館、南図書館が順次開館し、現在の４館体制になりました。 

第２章 平塚市図書館の現状 

中央図書館（浅間町 12番 41号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 45 年（1970 年）開館 延床面積 4,847.15 ㎡ 

北図書館（田村 3丁目 12番 5号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 3 年（1991 年）開館 延床面積 1,043.78 ㎡ 

単独施設(１階こども室、2 階 貸出室、３階 参考室) 複合施設(1 階 神田公民館、2 階 北図書館) 

蔵書数    309,786 冊（内開架冊数 168,245 冊） 

収納可能冊数 225,000 冊（内開架冊数 101,000 冊） 

蔵書数         95,002 冊（内開架冊数 60,091 冊） 

収容可能冊数  85,000 冊（内開架冊数 55,000 冊） 

西図書館（山下 3丁目 29番 1号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 5 年（1993 年）開館 延床面積 1,539.88 ㎡ 

南図書館（袖ケ浜 20番 1号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 8 年（1996 年）開館 延床面積 1,125.95 ㎡ 

単独施設(１階 児童書、2 階 一般書) 複合施設(なぎさふれあいセンター内 3 階、他福祉会館等) 

蔵書数       124,308 冊（内開架冊数  97,047 冊） 

収容可能冊数 120,000 冊（内開架冊数 90,000 冊） 

蔵書数        95,730 冊（内開架冊数 95,593 冊） 

収容可能冊数 100,000 冊（内開架冊数 80,000 冊） 

１ 施設 

※蔵書数は令和６年度（2024 年度）実績 
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（２）図書館サービス網の変遷 

年月 できごと 

昭和 23（1948）年 4 月 
旧海軍火薬廠研究部（平塚市新宿１４９ 江陽中学校区）に 

平塚市図書館を設置（平塚市図書館創立） 

昭和 27（1952）年４月 団体への貸出文庫を開始 

昭和 27（1952）年７月 館外個人貸出を開始 

昭和 32（1957）年２月 
神奈川県立図書館巡回文庫の開始（県立図書館の図書を市内

７公民館に配本し、２か月ごとに更新） 

昭和 32（1957）年８月 
緑陰図書を開始（市内のお寺や公園などに本を行李（竹や柳で

編んだ箱）に入れて持って行くサービス） 

昭和 34（1959）年４月 県立図書館の巡回文庫が廃止 

昭和 34（1959）年８月 
県立図書館の移動図書館「さがみの号」のステーションが真土

小学校と長持の２か所に設置 

昭和 45（1970）年４月 中央図書館開館 

昭和 46（1971）年 4 月 平塚市図書館視聴覚ライブラリーの運営に係る規定を制定 

昭和 55（1980）年 
第２次平塚市総合開発計画決定（移動図書館事業の開設確定） 

※昭和 45（1970）年設置の現中央図書館計画当初から、地区館設置の構想があった 

昭和 56（1981）年 緑陰図書が終了 

昭和 57（1982）年 移動図書館「あおぞら号」を導入 

平成 3（1991）年 5 月 北図書館開館 

平成 5（1993）年 5 月 西図書館開館 

平成 8（1996）年 5 月 南図書館開館 

平成 19（2007）年１月 出前図書館を開始 

平成 20（2008）年４月 駅前市民窓口センターでの返却受付開始 

平成 21（2009）年 10 月 
金目公民館に返却ポストを設置 

※令和 7 年 4 月現在、11 か所に返却ポストを設置 

平成 22（2010）年 10 月 視覚障がい者用資料郵送貸出サービスを開始 

令和４（2022）年３月 駅前予約図書受取所を開設（駅前市民窓口センター内） 

令和６（2024）年 12 月 
地区公民館（6 館）で予約図書受取サービスを開始 

※令和 7 年 3 月末、移動図書館が定期巡回する 6 ステーションを廃止 

令和 7（2025）年３月 
駅の図書室を開設（南図書館休館に伴う代替施設） 

※駅前予約図書受取所を閉所 

令和 8（2026）年 3 月 
地区公民館（1 館）の予約図書受取サービスを追加（計 7 館） 

※移動図書館「あおぞら号」の定期巡回を廃止 
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（３）施設の耐震化、設備の更新 

高度経済成長期に整備された多くの公共施設が老朽化の課題を抱えています。少子高

齢化や人口減少社会において予想される財政状況の中で、全ての公共施設を維持管理、

更新していくことは困難です。全体最適や選択と集中は、ハード面においても求められ

ています。これは図書館も例外ではありません。 

1970 年に開館した中央図書館は、現行の耐震基準を満たしていません（中央図書館

以外の３館は新耐震基準（1981 年６月１日から施行された建築基準）によって建設）。

また、空調や衛生関連の設備の老朽化が進んでいるため、耐震化を含めた大規模改修を

実施します（工事予定期間：2026 年 10 月から 2027 年 12 月まで）。 

 

（４）新たな感染症対策 

2020 年、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、私たちの生活は大きく変わりま

した。可能な限り人と人との接触を避ける行動変容が要求され、テレワーク、オンライ

ン会議、オンライン学習など、生活や仕事にデジタル技術の推進が図られました。図書

館でも、電子図書館や地域資料のデジタルアーカイブの充実を図っています。 

 

（５）駅周辺地区における新たなまちづくり 

2025 年 3 月に「平塚市駅周辺地区将来構想」が策定されました。平塚駅周辺地区は、

これまでの買い物の場に加えて、働く、会合、レジャー、通院、公共施設での手続き、

学習など、多様な目的を持った人々を集めることにより、様々な機会・チャンスをつく

るまちを目指しています。 

南図書館改修に伴う代替施設を駅前商業施設内に開設しましたが、南図書館再開後も

継続を望む声も多くあります。既存の図書館 4 館との役割を整理しつつ、分館としての

早期開設を目指しています。 
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市民が望む図書館の姿（施設編） 

近年、公立図書館内にカフェが併設されたり、大学図書館にグループで話し合いながら学習でき

る「ラーニング・コモンズ」と呼ばれるスペースが設けられたりという動きがあります。そこで、

どのようなスペース、場所を図書館に求めているか質問をしました。 

（１）全体の傾向 

郵送・来館者調査の双方で順位が同じとなり、１位「くつろいで読書ができる閲覧スペース」２

位「グループで学習や仕事をできるスペース」３位「飲食や会話ができるスペース」４位「子ども

が遊べるキッズスペース」という結果になりました。 

（２）年齢別の傾向 

年齢が高い層では

「くつろいで読書が

できるスペース」の

値が高く、30代以下

の層では「子どもが

遊べるキッズスペー

ス」が「飲食や会話

ができるスペース」

よりも高い得点とな

りました。 

 

 
 
 

全体として、「くつろいで読書ができるスペース」が望まれています。現在も各図書館で閲覧用

の席や空間はありますが、利用する方の居心地に配慮するような配置をするなど、より一層「滞在

型」を視野に入れた取組も必要です。「グループで学習や仕事をできるスペース」に関しては、主

に学校関係者から要望がありました。30代以下の世代では「子どもが遊べるキッズスペース」の要

望があり、若い世代からは読書と子育てを組み合わせた賑わいのあるスペースが求められていま

す。一方で静かな読書環境を望む声もあり、新たな感染症対策や影響も踏まえた「利用の仕方によ

るエリア分け」が必要であると考えられます。 

アンケートからも、「図書館法」や「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の枠を超える複

合的な滞在型図書館が多くの人に望まれていることがわかります。市民が望む図書館体制や施設の

維持・向上を図るためには、施設管理及び運営の効率化により、継続的に経費を節減しなければな

りません。また、滞在型スペースを作るレイアウト変更やエリア分けを行うには長期の臨時休館が

必要であり、大規模修繕の実施に合わせて積極的に検討すべきと考えます。 

年齢と重視すべきスペース（来館者調査 823 人から回答 得点化して集計） 

384.5
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（１）所蔵資料の状況 

平塚市図書館全体の蔵書数は、2019 年度は 824,720 冊であり、2015 年度のピーク

時と比較するとおよそ 15,000 冊減っています。これは各館の適正な収納可能冊数を踏

まえて整理したこともあります（P8 参照）。 

なお、2021年度から開設した電子書籍は、この所蔵資料には含まれていません（2024

年度末：12,473 点） 

 

 

 2015年度 2019年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

一般図書 503,502  496,631   463,313  437,630  402,448  379,584  

児童図書 238,499  232,970  233,489  221,077  214,401  196,964  

参考図書 74,309  74,856  68,219  67,997  68,104  66,883  

そ の 他    0   4  43  133  122  63  

一般雑誌 22,280  18,820  17,320  17,723  14,926  14,728  

児童雑誌 1,388  1,439  1,511  1,178  1,124  1,275  

計 839,978  824,720  783,895   745,738  701,125  659,497  

                                  単 位 ： 冊  

 

一部を除き、図書資料の貸出頻度は経年数に反比例します。貸出頻度の高い新規に購

入する図書資料の充実度にあたる「サービス人口当たりの図書購入費等」を近隣同規模

自治体と比較したところ、平塚市以外の６市平均の図書購入費は 105.98 円、雑誌・新

聞等の定期刊行物の購入費は 27.01 円であるのに対し、平塚市の図書購入費は 94.88

円、定期刊行物の購入費は 25.96 円となり６市平均より低い水準です。 

図書購入費は近隣市でも 15 年前より約３割、10 年前より約２割減少し、他市でも

蔵書の充実は困難となっていますが、平塚市では地区図書館（ハード面）が充実してい

る反面、運営経費が多くかかるため、図書購入費にも影響が及んでいる状況です。 

 

 

 

平塚市図書館全体の所蔵資料状況 

2 資料 
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（２）収集 

資料の収集基準に基づき、図書、新聞、雑誌、紙芝居、視聴覚資料等を収集していま

す。図書は大きく児童書、一般書、参考図書に区分しています。 

児童書は乳幼児から中学生までを主な対象とし、子どもたちの発達に応じた資料を幅

広く収集しています。また、ロングセラーの絵本や今の子どもたちに人気であったり、

学校の学習で利用が多い資料は複本を用意し需要に応えています。地域や学校で活動す

るおはなし会ボランティアの活動に役立つ大型絵本や子どもの読書に関する資料も収

集しています。 

一般書は入門書、基本的な資料を中心に、特に科学分野、実用書では最新の情報を提

供することに努めています。書店で手に入る新刊書だけではなく、書店に並んでいない

ような各分野の基本的な資料、古典となる資料も収集しています。 

参考図書は辞典、事典、年鑑、統計書、白書、地図等、市民の調査研究に必要な基本

的な資料として、いつでも来館時に提供できるように館外貸出ができない禁帯出資料と

して収集しています。 

 

（３）平塚市における資料の特色 

地域資料として、中央図書館参考室が中心となり、平塚市出身、平塚市ゆかりの著者、

平塚市内で出版されたもの、平塚市が題材となっている著作物など、また平塚をホーム

タウンとする湘南ベルマーレ、木谷道場に関する囲碁の資料、村井弦斎の資料などの郷

土資料を収集しています。地域資料には平塚市が発行した資料（行政資料）や神奈川県

内の資料も含まれます。 

地区図書館はそれぞれの特色として、北図書館は園芸に関する本、西図書館は歴史に

関する本、南図書館は、海や船、福祉関係に関する本を重点的に収集しています。 

 

（４）除籍 

資料の除籍基準に従い、適正に除籍を行っています。 

なお、除籍後の資料は、リサイクル専用の装備をしたのち、保育園、幼稚園や地域

のボランティア等へ譲ったり、図書館入り口にリサイクル専用のコーナーを設け、自

由に持ち帰っていただいたりするなどして有効活用するよう努めています。 
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市民が望む図書館の姿（資料編） 

「平塚市図書館サービス方針」では、“市民が抱える課題の解決につながるサービスを実施”と

掲げています。そこで、「仕事や学習」「健康」「子育て」などの市民が日常生活で抱える課題に

関する選択肢と「平塚」に関する資料という選択肢を設け、質問しました。 

 

（１）全体の傾向 

 郵送・来館者調査の双方で順位が同じとなり、１位「仕事や学習に役立つ資料」２位「健康に役

立つ資料」３位「子育てに役立つ資料」４位「平塚に関する資料」という結果になりました。 

（２）年齢別の傾向 

年齢別にみると、30

代以下の年齢層で「子育

てに役立つ資料」が全体

では２位の「健康に役立

つ資料」を上回っていま

した。 

 

 

 

 

（３）利用館別の傾向 

中央図書館の利用者は

「平塚に関する資料」の

得点が「子育てに役立つ

資料」の得点を上回って

いました。中央図書館に

は参考室があり、地域に

関する資料を収集する役

割を担っているというこ

とが認識されていると考

えられます。 

 

全体として勉強や仕事、健康につながる資料が望まれていることがわかりました。ただし若年層

では子育てに関する資料が、中央図書館利用者には地域資料の収集が一定数望まれていました。図

書館はライフステージによりニーズの変化を捉えて資料を提供してく必要があります。  

年齢と重視すべき資料（来館者調査 821 人から回答 得点化して集計） 

利用する図書館と重視すべき資料（来館者調査 837 人から回答 得点化して集計） 
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（１）各館来館者数 

ここ数年間の来館者数をみると、2012 年度は全館合計で 84 万人台でしたが、すべ

ての館で減少し続け、2018 年度は 64 万人台となりました。さらに、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、2020 年度は 42 万人まで落ち込みましたが、2023 年度に

は 61 万人台まで回復しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利用状況 
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図書館別の来館者数の推移（千人）

中央図書館 北図書館 西図書館 南図書館 駅の図書室 計

※駅の図書室は 2025 年 3 月 31 日より開設。 
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（２）利用時間帯 

開館時間は、中央図書館は平日９時から 19 時、土日祝日は９時から 17 時（こども

室は４月から９月の平日は９時から 18 時）、地区図書館は平日、土日祝日ともに９時

から 17 時です。年末年始、特別整理期間、月曜日（祝日の場合は翌火曜日）及び月末

（平日の場合のみ）を休館日としています。 

中央図書館貸出室の時間別貸出者数をみると、10 時前後及び 16 時から 17 時の時間

帯の利用が多くなっています。平日 17 時以降は、学生や就労者層の利用機会となって

おり、予約した本を受け取って帰るなど短い滞在時間の利用者が多い一方で、参考室の

閲覧席利用やレファレンスで一定時間滞在する利用者も見られます。   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（３）貸出点数 

2012 年度の貸出点数は全館合計で 168 万点台でしたが、来館者数と同様に減少傾

向が続き、2017 年度には 136 万点台となりました。2018 年度は利用者１人あたりの

貸出点数制限を各館７点から、全館で 15 点（うち視聴覚資料は７点、移動図書館は別

に 10 点）へと変更したことなどにより、前年度と比較して 3.2％増加の 141 万点台と

なりました。感染症の影響により、2020 年度には 105 万点台にまで落ち込みました

が、2021 年度には 130 万点弱まで回復しました。しかし、その後は再び減少傾向にあ

ります。なお、2024 年度の平塚市の人口１人あたり貸出点数は 4.56 冊です。日本図

書館協会の調査によると、全国の公共図書館のうち人口が 20 万人台の市の平均貸出点

数は 5.49 冊ですので、全国的にみて平均的な値となっています。 
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図書館別の貸出点数の推移 
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※駅前受取所は 2022 年 3 月 30 日より開設し、2025 年 2 月 27 日に閉所。 

※駅の図書室は 2025 年 3 月 31 日より開設。 

 

 

 

※電子図書館は 2021 年 7 月 7 日より開設。 
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平塚市図書館を利用しない理由（郵送調査 67 人から回答） 

１番よく使う図書館（郵送調査 93 人から回答） 

市民が望む図書館の姿（利用編） 

「平塚市図書館サービス方針」では、“子どもから大人まで、読書に親しむ環境をつくります”

と掲げています。図書館を既に利用していただいている方だけでなく、普段平塚市図書館を利用し

ていない方が望むサービスについて考えてみました。 

 

（１）利用する図書館・頻度 

「図書館を使わない」が最

も多く34人（37％）、「中

央図書館を利用する」が31

人（33％）でした。図書館

を利用する頻度に対する質問

では、「利用していない」が

最も多く48人（52％）でし

た。 

 

 

 

 

（２）図書館を利用していない理由 

「本や雑誌は買う」

が24人（36%）、

「駐車場が有料・混

んでいる」が19人

（28%）「返却が面

倒だと思う」が18人

（24%）と、それぞ

れ上位に位置しまし

た。 

 

 

 

図書館をもっと利用してもらうためには、駅周辺で図書資料を貸出・返却ができるような環境や試

験的に開館時間をずらす取組、図書館へ来館せずとも資料を借りられるような電子図書館の導入や自

宅のパソコンやスマートフォンでも資料が閲覧できるデジタルアーカイブの整備の検討が必要です。

また、本や雑誌は購入するため図書館を利用しないという方も、必要な時に情報を得ることができる

ように、書店に並んでいないような資料を収集し提供するといった図書館の役割を継続していかなけ

ればなりません。そのほか、子育て世代の方が、気兼ねなく安心して来館出来る施設運用の構築や、

今後の超高齢社会を踏まえ、録音図書や大活字本のほか電子図書などの充実が必要です。 
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図書館では、資料の貸出だけでなく、地域資料の収集やレファレンス・サービス、イ

ンターネットの普及に対応した情報提供、ブックスタートなどの子育て支援事業など多

様なサービスを行っています。 

 

（１）ボランティア活動 

図書館では、おはなし会やブックスタートなどのイベントでたくさんの方がボランテ

ィアとして活躍されています。近年、他自治体では、ボランティアと図書館とで対等の

関係を築き、市民主体型のイベントを企画・実施するなど新しい協働の形もみられるよ

うになってきました。市民にとって、職場や家庭とは異なる活動の場があることは、い

きがい創出、個々人のスキルアップなどにも役立ちます。 

なお、2019 年度からの 3 年間、「ＮＰＯ法人ぜんしん」との市民協働型事業では、

ひきこもり当事者が、図書館資料の修繕など、ボランティア活動を通して社会復帰を目

指す取組を進めました。協働事業が終了した現在も、本事業の継続に協力して取り組ん

でいます。 

このような取組を発展させ、図書館が市民目線にもとづく柔軟な発想を取り入れ、ボ

ランティアとして活動していただく市民の自己実現、参加者同士の交流、そして地域の

課題解決の場となることが必要とされています。 

 

子ども読書活動推

進計画 
年度 

第３次 第４次 

平成27年度 
（2015） 

令和元年度 
（2019） 

令和２年度 
（2020） 

令和６年度 
（2024） 

図書ボランティア数 
目標値 1,050 1,200 1,070 1,090 

実績値 993 1,010 972 1,040 

※子どもの家、公民館、各中学校区子ども読書活動推進協議会や図書館で活動している図書ボランティアの

延べ人数 

 

 

 

４ サービス 

図書館ボランティア数の現状値と目標値              単 位 ： 人  
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（２）子ども読書活動の推進 

本市では、2005 年３月に「平塚市子ども読書活動推進計画」を策定して以来、５年

ごとに見直し、各種の事業を進めています。 

第４次計画（2020～2024 年度）では、「いつでも どこでも 読書を楽しみ いきいき

と学ぶ 子ども読書のまち」を基本理念として、「家庭」「地域」「学校等」「図書館」「ボ

ランティア活動支援」「子ども読書活動の啓発」の６つの重点取組のもと、45 の事業を

推進しました。 

第 5 次計画（2025～2029 年度）では、「みんなでつなぐ 読書のまち」を基本理念

として、「多様な子どもたちの読書機会の確保」「デジタル社会に対応した読書環境の整

備」「子どもの視点に立った読書活動の推進」の３つの重点取組のもと、39 の事業を推

進しています。 

 

（３）レファレンス・サービス 

レファレンス・サービスとは、図書館職員が必要な資料や情報を探すお手伝いをする

サービスです。図書の所在確認から調査・研究のための資料探しなど、サービスの範囲

は大変幅広くなっています。 

本市の年間レファレンス件数は年間約３万件ありますが、多種多様な情報が増えるな

かで、利用者が必要な情報を適切に得ることができるよう、オンラインデータベースや

インターネット上の情報も含めたサービスを提供しています。 

 

（４）視聴覚ライブラリー 

市内で活動する団体のために、視聴覚資料（DVD・ビデオ・16 ミリ映画フィルム）

と視聴覚機材（プロジェクター・スクリーン等）の貸出を行っています。また、市内在

住、在勤、在学の方を対象に、16 ミリ映写機操作を学べる講習会も実施しています。 

そのほか、来館機会の創出と映像作品から原作となった文学や関連資料を紹介するこ

とを目的とした映画会を中央図書館と西図書館で行っています。 
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利用頻度×重視するイベント（郵送調査 84 人から回答 得点化して集計） 

市民が望む図書館の姿（サービス編） 

図書館で開催するイベントは読書活動の推進や、様々なテーマについて参加者に学んでいただく

機会となります。市民の方がどのようなイベントを求めているかを質問しました。 

 

（１）全体の傾向 

郵送調査では、１位が

「体験型イベント」２位

が「学べるイベント」の

順となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢による傾向 

60代以上で「健康イベ

ント」の得点が高く、30

代以下の層では「体験型

イベント」の得点が高く

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

今回の調査の結果では、図書館を利用していない方の要望が多かったものは「体験型イベント」

でした。このことから、体験型のイベントの開催により、図書館を利用しない方の来館が期待され

ます。子育て支援や健康に関する講座を希望する意見では、体験談を聞いたり身体を動かすイベン

トの開催という要望がありました。図書館は平塚の地域資料という知的資源を所蔵しています。そ

れらの資料や情報を収集し、市民に限らず広く提供していくことで、平塚市の特長や魅力をＰＲす

ることもできます。一方で、講座やイベントの開催自体を望まない声もありました。静かな読書環

境を望む利用者への配慮も必要です。 

年齢×重視するイベント（来館者調査 776 人から回答 得点化して集計） 
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（１）来館出来ない人へのサービス事業の概要 

本市では、図書館法第３条に規定されている「図書館奉仕」の実現に向けて、４つの

図書館と、図書館から遠い地域に移動図書館による出前図書館、団体貸出、障がい者サ

ービス等の館外サービスをまとめて「来館出来ない人へのサービス事業」として推進し

ています。 

 

 

来館出来ない人へのサービス事業 

予約資料受取サービス 
市内にある 4 つの図書館から離れた地域の方のために、身近な地区公民館

で予約した資料の貸出・返却が可能です（令和 8年 3月現在、7館）。 

出前図書館 
市内にある保育施設や高齢者施設といった様々な施設を移動図書館で訪問

し、図書館サービスを提供します。 

団体貸出 
公民館を拠点とする文庫活動（花水公民館「あすなろ文庫」、金目公民館「ひ

まわり文庫」）や学校図書館、保育施設等への団体向け貸出を行います。 

障がい者・読書バリア 

フリーサービス 

視覚に障がいのある方に点字図書などの資料、録音図書や音楽ＣＤを郵送で

貸し出すサービスを行なっています。郵送料の負担はありません。 

 

（２）出前図書館、団体貸出のニーズの上昇 

2020 年の新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を受け、図書館全館が休館した

際には、図書館職員が本を選書し、放課後児童クラブ等の施設へ貸出配送するサービス

を拡大し、施設の職員や子どもたちから大変喜ばれました。 

生活環境の変化から、子どもが集う場所や高齢者施設、イベント会場などに出向きデ

リバリー形式で図書を配送するサービスのニーズが高まっていると言え、「読書離れ」

が進んでいるといわれるなかでも子どもたちや高齢者から読書体験が求められている

ことがうかがえます。 

 

 

５ 来館出来ない人へのサービス事業 
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（３）土屋公民館実証実験（2019 年６月から実施） 

 

図書館職員が資料の提供・書架整理などを支援する実証実験を実施 

⇒図書の貸出し冊数が大幅に増加  

 

移動図書館車は車両が大きいため訪問できる地域も限られてしまいますが、車両に頼

らずに移動図書館よりも長時間利用が可能なサービス提供方法の一つとして、他の施設

内への図書スペース設置が考えられます。 

そこで、土屋公民館の図書スペースを活用した実証実験を行いました。平塚市には公

民館が 25 か所あり、図書室（会議室と兼用含む）を備えている公民館は 11 か所あり

ます。公民館は、ほぼ小学校区に１館あって地域住民が来館しやすく、開館している時

間も長いため、自分の好きな時間帯に立ち寄れることが最大のメリットと考えます。 

公民館と連携した図書館サービス提供の可能性を探るため、図書室兼談話コーナーが

設置されている土屋公民館で、図書館職員が資料の提供や書架整理などを支援する実証

実験を実施したところ、土屋公民館での図書の貸出冊数が大幅に増加するという結果と

なりました。 

土屋公民館の実証実験の結果から、図書室を整備することで、現在の利用者だけでな

く、新たな利用者を生む可能性が高いと考えます。 

現在、吉沢公民館、金目公民館、岡崎公民館、城島公民館、大神公民館にも同様の取

り組みを進めています。 
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（１）全ての方に快適な読書環境の確保 

図書館、博物館、美術館などをはじめとする生涯学習・文化等施設は、子育て中の

方や高齢者、障がいのある方など、様々な方が積極的に利用することが想定される中、

施設の老朽化やバリアフリーの不完全さも大きな課題となっています。 

 

（２）図書館の施設整備の方向性の検討 

「平塚市公共施設等個別施設計画」に基づき、各図書館の施設の維持改修を計画的

に実施していきます。 

中央図書館は地域資料や専門書等の収集によるレファレンス・サービスの強化（本

館）を図る一方で、読書や学びを日常楽しむための居場所（分館）の創出を進めてい

ます。駅周辺地区の新たなまちづくりを見据えて、分館整備が課題となっています

（2026年12月開設の分館（駅の図書室）は10年間の暫定措置）。 

 

・ 令和7年度………南図書館大規模改修（多世代交流の促進等） 

・ 令和８～9年度…中央図書館大規模改修（耐震改修及び設備等の機能回復） 

 

（３）新しい生活様式に合わせた環境整備 

新しい生活様式に合わせた図書館利用について検討する必要があります。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、可能な限り人と人との接触を避ける

行動変容が要求されました。テレワーク、オンライン会議、オンライン学習やキャッ

シュレス決済など生活や仕事にデジタル技術を取り入れられたように、図書館も積極

的に環境整備を推進することが必要です。 

 

 

 

第３章 平塚市図書館の課題の把握 

１ 施設面における課題 
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（１）市民ニーズに合った資料の収集と提供 

蔵書の新陳代謝を図り市民一人ひとりの生涯にわたる読書活動を支援するため、

利用者層に応じた資料の収集・提供が必要です。本市は「収集基準」に基づき、図

書館資料を収集・整理し、提供していますが、書架及び書庫等を整理し、市民ニー

ズを考慮した蔵書構成を図る必要があります。 

中央図書館と指定管理者制度を導入した地区図書館の収集と提供の役割を明確化

し、市民ニーズを考慮した蔵書構築を図るため、アンケートや市場調査、社会情勢

等を踏まえた資料の収集計画を年度ごとに作成する等の仕組みの構築が課題です。 

 

（２）資料の保存方法と除籍の見直し 

図書館の書架及び書庫が飽和しないように、利用者満足度の向上を意識しつつ、

持続可能な収納可能冊数を見極めることも必要です。蔵書数が増えることで、当初

の設計想定（設計荷重）を超えて配架されるケースもあります。床のたわみ、ひび

割れ、最悪の場合は床抜けのリスクもあり、建物の長寿命化や安全運用の観点から

重大な構造上の課題となります。 

「除籍基準」に基づき定期的に除籍・廃棄を行うと同時に、中央図書館と地区図

書館の資料保存の役割を明確化し分担して資料を保存し、資料のデジタル化の検討

を含めた保存の仕組みの構築が課題です。 

 

（３）電子図書館などのＩＣＴ（情報通信技術）の活用 

2010 年の電子書籍元年の到来、高度情報化社会の進展に伴い、公共図書館では

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した資料提供が進んでいます。2020 年は、新型コロ

ナウイルスの影響で図書館の臨時休館が続くなか、電子書籍の存在価値が改めて見

直されました。電子図書館は、タブレット端末やスマートフォンなどで閲覧できる

電子書籍を貸し出すことができ、自宅で借りられ、「３密（密閉・密集・密接）」も

避けられる利点があり、今後もデジタル資料を活用した資料提供をする必要があり

ます。 

２ 資料面における課題 
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（１）開館日や開館時間の見直し 

現在図書館を利用できていない人への対応のため、各図書館の立地条件、年齢層

及び費用対効果を考慮して、開館日や開館時間などを見直す必要があります。 

 

（２）効率的・効果的な図書館運営の検討 

効率的・効果的な図書館運営を目指すには、各館の役割を整理し、中央図書館が

担う業務と各地区図書館の業務を改めて見直す必要があります。 

また、今後のサービス向上に向けて民間事業者や市民ボランティアといった多様

な主体の参画を含む最適な運営体制の検討が必要です。 

 

（３）全ての人が利用しやすいスペースの検討 

図書館は、従来の資料の貸出・閲覧といった機能に加えて、課題解決を支援する

レファレンス・サービスや、学習スペースやグループで使用できるようなラーニン

グスペースなど、多様な利用者（高齢者や障がいをお持ちの方、小さなお子さん連

れのご家族など）にご利用いただける空間の創出も必要とされます。 

より気軽に読書を楽しんでいただき、利用者が快適に過ごせる空間づくりやサー

ビスの提供を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利用面における課題 
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（１）レファレンス機能の強化 

レファレンス・サービスは市民の情報ニーズを満たし、学びや生活するうえで抱

える課題の解決を支援するものです。個々の図書館職員の力量によらず、組織とし

て一定水準のサービスを提供することが課題となっています。 

児童生徒の学習支援、読書活動推進、平塚の歴史や各種情報源の調べ方などに精

通した職員の専門的能力を育成し、市民の情報リテラシー（情報活用能力）の向上

に役立つ力をつけていく必要があります。 

 

（２）平塚の郷土資料の活用 

図書館は、平塚の郷土資料という知的資源を所蔵しています。市民へそれらの資

料や情報を提供することは、平塚市の歴史や文化を学び、郷土愛に繋げることとな

り、市民の平塚への愛着・誇りの醸成に役立ちます。 

そのため、博物館等、市の関連部署と連携し、平塚の歴史や文化を知ることがで

きるイベントの開催や、郷土資料のデジタルアーカイブを進め、図書館に来館出来

ない人に対しても学びに役立つ環境を整える必要があります。 

 

（３）子どもの読書活動の充実 

子どもの不読率改善を図るためには、「平塚市子どもの読書活動推進計画（第５次）」

を踏まえ、家庭、地域、学校等、子どもの読書に関わる様々な人の協力が必要です。 

図書館（学校図書館を含む）を利用する子どもを増やし、読書習慣のある子ども

を増やしていくための検討が必要です。 

 

（４）視聴覚ライブラリーの見直し 

団体向けの視聴覚資料及び機材の貸出は、視聴覚メディアの変化やインターネッ

トの普及などにより利用者のニーズが変化していることから、サービスの継続につ

いては検討が必要です。 

また、使用不能な 16 ミリフィルムの確認、整理を進める必要があります。 

４ サービス面における課題 
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（５）アクティブシニア等の繋がりの場への検討 

公共施設が多様化するニーズに応じて、元気で経験や知識を豊富に有するアクテ

ィブシニア（※）自らが地域コミュニティの中で繋がる場ができるよう応援する役

割はさらに重要になっています。 

比較的高齢者の利用が多い図書館でも、共通の趣味や関心事を持つ仲間と出会い

交流を図ることができるような場づくりの検討が必要です。 

 

（６）新たな利用者層の拡大への検討 

各図書館の来館者数が減少傾向であることを踏まえ、図書館未利用者への利用啓

発、デジタル化への対応等の環境整備について、検討を進めていく必要があります。 

生活導線上の貸出・返却ポイントの拡大や、子育て層やさまざまな事情を抱える

方へ必要とされる資料の提供や、気軽に利用していただけるようサービスの検討が

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
※）「アクティブシニア」 

アクティブシニアとは、年齢に関係なくさまざまなことに意欲的で、アクティブに活動するシニア

のことを総称した言葉です。 
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（１）地域サービスの検討  

図書館サービスを広く市民に提供するためには、高齢者、子育て世代、障がい者

などそれぞれの特性を考慮した図書館サービスの提供方法を見直す必要があります。 

本市では、ほぼ１小学校区に１公民館が設置され、地域のさまざまな年代の市民

に利用され、社会教育の地域活動の拠点として大きな役割を担っています。 

そこで、移動図書館の定期巡回廃止に合わせ、巡回場所のあった地域の公民館で

の予約図書受取サービスをスタートしました（2026 年現在、7 公民館）。公民館以

外の場所でも、リサイクル本の活用や資料の返却が行える等、地域サービススポッ

トを検討する必要があります。 

 

（２）郵送サービスや宅配サービスの検討 

図書館の資料を活用したくても外出が困難な方のために、有料の郵送サービスや

民間やボランティアの力を借りた宅配サービスを実施している自治体もあります。 

こうした事例も参考に検討をしていきます。 

 

（３）障がい者サービスを含めたアウトリーチサービスの検討 

視覚障がい、発達障がい、肢体不自由などの障がいによって、読書が困難な人々

の読書環境を整備することを目指して、2019 年６月に読書バリアフリー法が制定

されました。 

現在、平塚市では障がい者サービスとして、視覚障がい者を対象とした無料の郵

送サービス、対面朗読室の設置、デイジー図書の館内利用等を実施しています。 

誰もがより安心して図書館をご利用いただけるようなサービスを検討する必要が

あります。 

 

 

５ 来館出来ない人へのサービス事業における課題 
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第４章 基本理念と今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書は生きる力を得る一つの方法です。また、本などから得られる知識は市民

それぞれが持つ課題を解決するために役立つものでもあります。 

このような知識や情報を持ち、課題解決の場でもある図書館がそれらの役割を

果たすために、平塚市図書館では2018年に「平塚市図書館サービス方針」を策

定し、市民の豊かな暮らしを実現するために定めた目標に基づき、サービスの提

供を行っています。 

 

本あり方でも「平塚市図書館サービス方針」と同様、「誰もがいきいきと学

べ、自慢できる『お役立ち図書館』」を基本理念とします。この理念には、平塚

市図書館はあなたの学びを助けるコンシェルジュ（案内人）のような存在になり

たいという想いが込められています。 

本章ではこれまでの検討を踏まえて、今後の目指すべき図書館像を実現してい

くために、これからの平塚市図書館がどうあるべきかを示します。基本理念「誰

もがいきいきと学べ、自慢できる『お役立ち図書館』」の実現を目指し、「多様

な利用者をカバーする図書館サービス網の構築」「時代のニーズに合わせた図書

館への転換」「豊かな学びを支援する図書館」という３つの目指す方向を定め、

各取組を効果的・効率的に推進します。 

 

なお、感染症の流行など、様々な変化が求められる外因に対しては、その都

度、状況に応じた最適なサービスを柔軟に提供することが必要です。 

 

誰もがいきいきと学べ、自慢できる「お役立ち図書館」 

 

基本理念 

1 基本理念と目指す方向 
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≪３つの目指す方向≫ 

１ 多様な利用者をカバーする図書館サービス網の構築 

図書館は、地域の実情に応じた読書環境を整備する重要な役割があります。

多様な利用者をカバーする新しい図書館サービス網の構築をします。 

2 時代のニーズに合わせた図書館への転換 

誰もが気軽に訪れ、居心地よく過ごすことができる図書館を基本としなが

ら、利用者や地域のコミュニティを醸成するための取組を行います。また、デ

ジタル技術を活用した非来館型サービスの提供を推進します。 

3 豊かな学びを支援する図書館 

図書館職員が「市民の学びを助けるコンシェルジュ（案内人）」のような存

在になるためには、図書館職員の資質・能力の向上が不可欠です。市民ニーズ

や地域の課題を把握し、資料と市民を適切に結びつけるための工夫や技術を高

めていきます。 

 

 

 

１．多様な利用者をカバーする図書館

サービス網の構築

２．時代のニーズに合わせた図書館

への転換

３．豊かな学びを支援する図書館

 

基本理念：誰もがいきいきと学べ、自慢できる「お役立ち図書館」 

目指す方向： 

 

ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
、
各
取
組
を
推
進 
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中央図書館は、市内図書館の中心的存在として、地区図書館をバックアップする

など、全市的な図書館サービスの充実を図ります。地区図書館は地域のニーズに合

わせ、日常の課題解決に役立つ資料をそろえ、地域の情報拠点として「市民の暮ら

しに役立つ図書館」を目指します。 

 

（１）中央図書館 

① 平塚市図書館全体を統括する機能を持ち、地区図書館等をバックアップする役

割を担います。また、従来の貸出中心の施設から「学習・交流・くつろぎ」を

備えた「滞在型図書館」へと刷新し、全市的なサービス向上を牽引します。  

② 博物館や関係機関などと連携し、平塚市の地域資料を網羅的に収集・保存する

とともに、デジタルアーカイブの公開・充実を図ります。また、レファレンス・

サービスに関する研修や情報の提供を積極的に行うなど、全市的なレファレン

ス・サービスの充実を図ります。 

（２）地区図書館 

① 地域のニーズに合わせ、日常の課題解決に役立つ図書館サービスを中心としま

す。生活と日常の学習に役立つ資料に重点を置きながら、利用案内や読書相談、

レファレンスを行います。  

② 地域の団体活動を支援します。各地域からのアクセスのしやすさを生かして団

体貸出を実施したり、近隣の学校図書館を支援したりするなど、地域の実情に

寄り添った対応を行います。 
 

図書館と地域の主な読書環境のネットワーク図 
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１．中央図書館サービスの充実を図ります 
中央図書館本館は地域資料の収集やレファレンス機能の強化、分館は読書や学び

を日常的に楽しむ空間として、機能を分散化したことで個々のサービスの充実を図

るとともに、地区図書館との連携を推進します。 

■図書館分館の整備検討  

駅前商業施設内に暫定開設した駅の図書室を運営しながら、駅前再開発の動

向を踏まえた恒常的開設の整備内容を検討します。 

■開館時間の変更  

休館日の変更および開館時間延長の導入を検討します。 

２．地域の読書環境を整備します 
公民館図書室との連携・サポート、他の公共施設を活用した図書スペースの確保

など、地域の読書環境を整備します。 

■予約資料受取・返却場所の増設  

市内公共施設等での予約資料の受取場所の増設などを検討します。 

■公民館図書室資料の充実  

図書館資料の提供（団体貸出等）、入れ替え等の支援を進めます。 

３．アウトリーチサービスの充実 
来館が難しい高齢者や幼児が自分で本を手に取って選べるように、出前図書館や

団体貸出、有料の郵送サービス等の対象拡大などを検討します。 

■りんごの棚、公民館図書室の充実  

障がいのある方や外国語を母語とする方への資料提供や、地域の身近な場所

（地区公民館）での読書環境の充実を図ります。 

重点目標（中長期）と■重点取組（短期） 

３ ３つの目指す方向 

 

図書館は、地域の実情に応じた読書環境を整備する重要な役割があります。 

多様な利用者をカバーする新しい図書館サービス網の構築をします。 

目指す方向１ 多様な利用者をカバーする図書館サービス網の構築 
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１．大規模な施設整備の推進 
各図書館のリニューアルにあたっては、ゾーニングを含めた各フロアの利用方法

を検討します。「平塚市公共施設等個別施設計画」に基づいて、公共施設ごとの長

寿命化計画を進めていきます。 

■滞在型図書館の導入 

静と動のエリア分けや、個人でもグループでも閲覧や学習ができるスペース

の設置を進めます。誰でも気軽に立ち寄って、おしゃべりや交流をしながら、

居心地の良い空間づくりを目指します。 

２．デジタル化の推進 
図書館を持続可能な知識拠点にするとともに、より多くの利用者に公平な情報ア

クセスを提供します。 

■電子図書館の推進  

読書バリアフリー法の制定や GIGA スクール構想による教育の ICT 化など

を踏まえ、コンテンツの充実による活用促進を図ります。 

■デジタルアーカイブの充実  

図書館などが所蔵する郷土資料などをデジタルデータ化して公開すること

で、貴重な資料の長期保存及び活用を図ります。 

■図書館システムの機能強化  

自動貸出機能やＡＩ検索などのシステム強化により、利用者サービスの充実

を図ります。 

■視聴覚ライブラリー運営の転換  

デジタル時代のニーズをとらえ、ＩＣＴを活用した図書館サービスに転換す

るなども視野に入れ、視聴覚ライブラリーのあり方について検討します。 

 

 

重点目標（中長期）と■重点取組（短期） 

 

誰もが気軽に訪れ、居心地よく過ごすことができる図書館を基本としなが

ら、利用者や地域のコミュニティを醸成するための取組を行います。また、

デジタル技術を活用した非来館型サービスの提供を推進します。 

目指す方向 2 時代のニーズに合わせた図書館への転換 
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１．市民との図書館づくり 
市民目線の柔軟な発想やスキルを地域の課題解決に結び付けるとともに、図書館

を交流や情報発信、生活支援の場にします。 

■図書館と地域、各種団体等とのつながり  

学習や仕事、健康維持に役立つ資料や情報を提供するため、体験型・実践型

イベント等の実施や地域等への出向を推進します。 

２．学校図書館に対する支援と体制の確立 
学校図書館について、学校現場（学校司書、司書教諭、図書ボランティア等）と

各図書館が連携して、より効果的な運営を目指します。 

■子ども読書活動推進協議会の運営見直し  

各協議会の運営の課題を踏まえ、活動の維持、継続を図るため、要綱等の見

直しを図ります。 

３．図書館職員の育成 
図書館員としての専門知識を深めるだけでなく、図書館の運営基盤強化のための

収入確保策等を検討するなど、職員の育成に努めます。 

■各種研修等への積極的な参加  

図書館員としてのキャリアアップのため、専門的な知識やスキルの習得のた

め、各種研修等の参加を促します。 

■幅広い財源確保の検討 

ふるさと納税制度やクラウドファンディング、ネーミングライツ、交付金の

活用などのほか、施設使用料の見直し、スペースの有効活用など、財源の確保

に努めます。 

 

 

重点目標（中長期）と■重点取組（短期） 

 

図書館職員が「市民の学びを助けるコンシェルジュ（案内人）」のような存

在になるためには、図書館職員の資質・能力の向上が不可欠です。市民ニーズ

や地域の課題を把握し、資料と市民を適切に結びつけるための工夫や技術を高

めていきます。 

 

目指す方向 3 豊かな学びを支援する図書館 
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これからの平塚市図書館運営のあり方［改訂版］素案 
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